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市
立
小
・
中
・
義
務
教
育
学
校
等
の
体
育
施
設
を
開
放

　
会
員
が
10
名
以
上
か
つ
そ
の
過
半
数
が
市
内
在
住
か
在
学
・
在
勤
で
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
目
的
と
す
る
団
体
を
対
象
に
市
立
小
・
中
・
義
務
教
育

学
校
な
ど
の
体
育
施
設
を
開
放
し
ま
す
。
営
利
目
的
の
使
用
は
で
き
ま
せ

ん
。
７
年
度
に
年
間
登
録
し
た
団
体
も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請

に
は
普
通
救
命
講
習
受
講
者
が
２
人
以
上
い
る
こ
と
等
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
文
化・ス
ポ
ー
ツ
課
（
４
８
１
）

０
３
０
５
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
▼
使
用
期
間　
４
月
１
日
㈬
〜
９
年
３
月
31
日
㈬　
※
学
校
行
事
等
で

使
用
で
き
な
い
日
が
あ
り
ま
す　
▼
開
放
場
所
／
時
間　
①
小
学
校
体
育

館
／
月
曜
〜
金
曜
日
の
午
後
６
時
〜
９
時
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
９
時
、
②
小
学
校
運
動
場
／
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
の
午

前
８
時
〜
午
後
５
時
（
10
月
〜
３
月
は
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
）、
③
中

学
校
お
よ
び
義
務
教
育
学
校
体
育
館
・
武
道
場
／
午
後
７
時
〜
９
時
、
④

旧
阿
蘇
・
旧
米
本
・
旧
米
本
南
小
学
校
体
育
館
／
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
、

⑤
旧
米
本
小
、
旧
米
本
南
小
学
校
運
動
場
（
運
動
場
の
維
持
管
理
が
で
き

る
団
体
に
限
る
）
／
午
前
８
時
〜
午
後
５
時
（
10
月
〜
３
月
は
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
）　
▼
申
し
込
み　

１
月
19
日
㈪
〜
30
日
㈮
の
平
日
に
申
請

書
類
を
文
化・ス
ポ
ー
ツ
課
へ
持
参
。
申
請
書
は
１
月
13
日
㈫
か
ら
同
課
、

市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
公
民
館
に
配
架
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す　
▼
後
日
調
整
会
議
を
開
催
し
ま
す
。
申

請
し
た
団
体
は
必
ず
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）

第
30
回
新
春
八
千
代
市
書
道
会
展

　
八
千
代
市
書
道
会
の
会
員
に
よ
る
新
春
の
書
展
を
開
催
し
ま
す
。
普
段

展
示
で
き
な
い
大
き
な
作
品
や
貼
り
ま
ぜ
作
品
を
展
示
。
１
月
17
日
㈯
午

前
11
時
か
ら
八
千
代
高
校
書
道
部
に
よ
る
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
い

ま
す
。
入
場
無
料
。

　

▼
日
時　

１
月
17
日
㈯
〜
19
日
㈪
午
前
10
時
〜
午
後
５
時　

▼
場
所　

勝
田
台
文
化
セ
ン
タ
ー
３
階
ホ
ー
ル　
▼
問
い
合
わ
せ　
勝
田
台
文
化
セ

ン
タ
ー
（
４
８
３
）２
１
４
１
） 

（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費
者
が
商
品
を
購
入
し
た
り
、
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
際
の
、
販
売
方
法
・
契
約
・
品
質
・
価
格
な
ど
、
消
費
者

と
事
業
者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
て
、
専
門
資
格
と
知
識
・
経
験
を
持
つ

消
費
生
活
相
談
員
が
、
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
た
め

の
助
言
、
あ
っ
せ
ん
、
情
報
提
供
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
手
遅
れ
に
な
る
前
に
、
ま
ず
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

▼
相
談
場
所　

八
千
代
市
役
所
多
目
的
棟　

相
談
専
用
（
４
８
５
）０
５
５
９
・
消
費
者
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８ （
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）

消費者庁　消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター　イヤヤン

補助金の交付基準を導入します補助金の交付基準を導入します
　現行の制度は、採点審査によってＡ・Ｂ・Ｃ
ランクの等級に分類し、等級に応じた補助率と
上限額により、補助金を交付していましたが、
改正後からは、採点審査の結果が100点満点中
50点未満となった団体は交付対象とはならず、
補助金が交付されなくなります。
　また、事業の公益性を重要視するため、審査
項目の「公益性」が50点満点中25点未満となっ
た団体は、採点審査の結果が交付基準である50
点以上であっても交付対象とはなりません。
●採点審査の結果ごとの等級・補助率・上限額

採点結果 等級 補助率 上限額

75点以上 Ａランク 50％ 50万円

50～74点 Ｂランク 25％ 25万円

50点未満 交付対象とはなりません

●審査項目（括弧内は点数）
　①公益性(50)、②自主性及び自立性(10)、
③実現性(20)、④客観性(10)、⑤創造性(10) 

スタートアップ型補助金を新設しますスタートアップ型補助金を新設します
　設立から５年未満の団体を対象に活動の基盤
を整えるための補助金としてスタートアップ型
補助金を新設します。審査は書面で行い、全て
の審査項目が適性の場合、交付対象となります。
●スタートアップ型補助金の補助率など

●スタートアップ型補助金の審査項目
　①公益性、②自主性及び自立性、③実現性、
④創造性
　申請できる補助金は、A・Bランクに分類さ
れる補助金かスタートアップ型補助金のどちら
か一方です。

補助率 上限額 交付回数

90％ 10万円 １団体につき通算３回

８年度補助金の手続き８年度補助金の手続き
　８年度補助金への参加表明は、１月５日㈪～
１月23日㈮午後５時必着です。補助の条件など、
詳しくは市ホームページを確認するか、コミュ
ニティ推進課へ連絡してください。
●手続きの流れ

※申請に係る参加表明からの一連の手続きの流
れは、現行制度と変更ありません。

ステップ①　参加表明…１月23日㈮まで

ステップ②　審査…２月～３月上旬

ステップ③　審査結果の通知…３月中旬

ステップ④　交付申請…３月31日㈫まで

ステップ⑤　交付決定…４月１日㈬予定

ステップ⑥　実績報告…事業終了後速やかに

ステップ⑦　交付額の確定…随時

ステップ⑧　期日内に請求

市民活動団体公益事業補助金制度を改正します
　市民の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を通じて、豊かで活力ある
まちづくりの促進を目的に、市民活動団体公益事業補助金を交付してきましたが、８
年度から制度の内容が一部変わります。補助金の交付は、８年３月の市議会での可決
をもって実施します。この特集のお問合せは、コミュニティ推進課 485-1375へ。

診療日 外科系 内科系 その他 歯　科

1/1㈷
勝田台病院
勝田622-2
482-3020

勝田台病院
勝田622-2
482-3020

アリスこどもクリニック
高津694-1
489-4232

おちあい皮膚科
クリニック
緑が丘2-2-11
458-4112

ユーア歯科医院
ゆりのき台8-1-1
482-4336

あいはら歯科医院
八千代台東3-12-1
483-5101

1/2㈮
新八千代病院
米本2167
488-3251

新八千代病院
米本2167
488-3251

なないろこども
クリニック
大和田新田458-10
459-3311

あきやま耳鼻咽喉科
八千代台南2-2-14
483-4434

石崎歯科医院
村上2714-8
484-3161

むらかみだい歯科医院
村上1902-44
スカイハイツ１階
485-8871

1/3㈯
やちよ総合診療
クリニック
緑が丘西1-15-4
455-8145

くすのき内科クリニック
勝田台5-5-10
485-2325

八千代ももたろう
クリニック
ゆりのき台4-1-8ヴェル
ジェールゆりのき2階C室
405-3588

ローズ眼科クリニック
村上南1-3-1
フルルガーデン八千代２階
481-5550

いなやま歯科
村上南2-11-15
405-0012

伊藤歯科クリニック
八千代台北14-6-8
482-4188

■１月１日～３日の休日当番医と受診案内　年始に急に具合が悪くなっ
たり怪我をしたときは、下表の当番医を受診できます。事前の電話が必
要になりますが、各医療機関の昼休みや混雑時は電話が繋がりにくくな
ることがあります。診療時間は、昼休みを除く午前９時から午後５時ま
でです。ただし、緊急性の高い患者さんのための必要最低限の応急処置

にとどまるため、専門医がいるとは限らず、新型コロナウイルス感染症
などの検査も基本的に対応できません。また、当番医が変更となる場合
がありますので、市ホームページまたは６ページ「夜間・休日急病診療」
に記載のテレホン案内で最新情報を確認してください。夜間急病時の当
番医も同案内で確認できます。 （健康福祉課 421-6731）




